
                                 

            事 務 連 絡                                 

                               令和２年８月１３日 

 

各区市町村介護保険事務主管課 

「見える化」システムご担当者様 

 

                         東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 

 

地域包括ケア「見える化」システム基本操作講習会の実施について 

 

 日頃より介護保険事業の円滑な実施に御尽力いただき、ありがとうございます。 

今般、地域包括ケア「見える化」システムについては、令和２年７月末に第８期介護保険事業（支援）

計画策定に向けた将来推計機能の拡充に伴う、８．０次リリースが行われました。 

東京都では、今後の第８期介護保険事業（支援）計画におけるサービス見込量等の集計に向けて、区

市町村職員を対象に、基礎的な操作講習会を実施することといたしました。 

 

記 

 

１ 日時 

  令和２年９月１日（火）から９月８日（火）までの間 

 

２ 会場 

  東京都庁第一本庁舎内会議室 

 

３  対象者 

   区市町村の介護保険事業（支援）計画作成担当者（１名） 

 

４ 持ち物 

  「見える化」システムの将来推計機能にログインできるアカウント（ＩＤ及びパスワード）を必ず

持参してください。また、可能であれば、ＷｉＦｉにてオンライン接続可能な端末を持参してくださ

い。 

 

５ 基本操作講習会日程調整表の提出 

  基本操作講習会の出席を希望する場合は、別添の「基本操作講習会日程調整表」を令和２年８月２

１日（金曜日）までに下記の問い合せ先の電子メールアドレスに提出をお願いいたします。 

※メールの件名を「【区市町村名】「見える化」システム基本操作講習会日程調整表」としてください。 

 

６ その他 

（１）地域包括ケア「見える化」システム利用マニュアル、推計ツールを用いた推計方法に関する説明

資料及び推計ツール説明動画（厚生労働省が8月下旬に行う都道府県に対する基本操作講習会終了

後に、掲載される予定です。）をもとに、推計ツールの基本的な操作説明を行います。今年度から

新たに地域包括ケア「見える化」システムの操作の必要が生じた区市町村職員を対象としており、

参加必須ではありません。 

（２）基本操作講習会は、１時間から１時間半程度を予定しております。 

（３）新型コロナウイルス感染症対策に伴い、例年の集合型講習会とは異なり、少人数での開催を予定

しております。 

参考資料１ 

 

 


